
 

 

春闘における各要求について妥結しました！ 

～各要求について会社と協議し実現を目指します～ 

 

ジェットスター・ジャパン労働組合（執行委員長：阿部慶太）は、2025年 4月 3日(木)、 

東京都内にて会社側との団体交渉を実施し、2025春闘において要求していた各項目について

以下のとおり妥結しましたのでお知らせいたします。 

 

1. 基本給 5％のベースアップ 

 

昨年度、会社は 5期ぶりの黒字を達成したものの、競合他社との競争の激化ならびに外的要因 

（エネルギー価格の上昇、円安、政府減免の縮小・廃止による費用増等）の影響が今後も見込まれる

ことから、基本給の 3％ベースアップで妥結しました。 

 

 

2. 勤務間インターバル（11時間）制度の導入 

 

国や政府が主導となり、労働者の働きやすい環境づくりのため同制度の導入について積極的に推進し

ている背景もあり、会社としても同制度の導入に向けた検討を開始するとの回答を受けました。 この回

答に対し、当組合としても導入に向け引き続き会社側と協力し、推進する事で一致しました。 

 

 

3. コアタイム時間帯の改善 

 

会社として柔軟な働き方の推進とワークライフバランス向上の観点から、同要求に対して会社側が検

討を進めるとの回答を受けました。現在地上職の Office勤務者に適用されているフレックス勤務のコ

アタイム時間帯（10:00～16:00）を 10:00～15:00へ変更できるよう、当組合としても導入に

向け引き続き会社側と協力し、推進する事で一致しました。 

 

 

4. 常備型社食サービスの関西空港支店への導入 

 

会社として従業員の福利厚生の向上、ウェルビーイング経営促進の観点からコストや運用面の課題を

精査し 2025 年 7月以降の導入に向けて検討するとの回答を受けました。この回答に対し、当組合

としても導入に向けて引き続き会社側と協力し、推進する事で一致しました。 

 

2025年 4月 4日 

ジェットスター・ジャパン労働組合 

 

 



 

今後も引き続き労使協調路線を基本としながら、従業員の働きやすい環境作りのため全力を

尽くして参ります。 

 

   

 

                    田中正和 ジェットスター・ジャパン株式会社代表取締役社長（右）と 

                     阿部慶太 ジェットスター・ジャパン労働組合執行委員長（左） 
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